
新 人 看護 職員研 修 事業 につい て 
（改めてご確認ください） 

 

（１）新人看護職員研修事業 

   ・ 新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】（平成 26年２月）（以下「ガイドラ

イン」という。）により、新人看護職員、新人保健師又は新人助産師に対して各

病院が令和６年度に実施する研修事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療機関受入研修事業 

   ・ 自施設の新人看護職員研修事業を公開し、他の病院等の新人看護職員を公募

により受け入れて、令和６年度に実施する研修事業。なお、受け入れを行う研

修は、複数月で実施すること。（新人保健師研修又は新人助産師研修の受け入れ

を行う場合も同様。） 

 

 

 

新人看護職員  主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准

看護師をいう。（常勤及び非常勤の別を問わない） 

新人保健師   主として保健師免許取得後に初めて保健師として就労する保健師をい

う。（常勤及び非常勤の別を問わない） 

新人助産師   主として助産師免許取得後に初めて助産師として就労する助産師をい

う。（常勤及び非常勤の別を問わない） 

研修参加者の募集方法（“公募”による） 

 ・ ホームページや機関誌の活用、地方自治体・関係団体等を通じての広報、地域の

会議等での広報等により、同一法人等に限定した募集とせず、地域の医療機関が活

用できる研修となるように広く参加者を募ること。 

（結果として同一法人の職員だけとなることは可） 

①「職場適応のサポートやメンタルサポート等の体制」 

  ・ 新人看護職員の不安を緩和するために、困ったときに相談できる窓口の設置や

プリセプターシップ、チューターシップ、メンターシップなど、いずれの方法で

も良いが、組織内に精神的支援の仕組みを整えること。 

②「研修における組織の体制」 

  ・ 研修責任者、教育担当者及び実地指導者の役割を担うものを明確にし、配置さ

れていること（専任・兼任は問わない）。 

③「ガイドライン【改訂版】に沿った到達目標の設定及び評価」 

  ・ ガイドラインに示されている到達目標の一覧を参考に、施設の特性等を踏まえ

て到達目標の項目を設定・評価すること（基本姿勢と態度 16 項目。技術側面看護

技術 70 項目）。 

    なお、研修プログラムの詳細（内容や方法等）については、施設の規模や機能

等に応じて、外部組織の研修（例：県看護協会主催による新人研修）を活用する

など自由にアレンジしたもので可。 

    ※ただし、外部組織の研修活用の際も、自施設における研修計画を立て、その

中で外部組織を活用した研修を位置づけること。 
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